
令和６年度 介護保険施設等運営指導における主な指摘・指導事項 

 

≪地域密着型通所介護≫ 

事例 
・居宅サービス計画書をケアマネジャーよりもらえない場合、目標期間が過ぎて

も通所介護計画書を作成していなかった。 

≪根拠等≫ 

基準第 27 条 1 項・

解釈通知第３二の

二（３）③ 

 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととし

たものである。なお、地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合

は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応

じて変更するものとする。 

事例 
・通所介護計画に定めたサービス提供内容について、サービス実施記録に記録さ

れていなかった。 

≪根拠等≫ 

基準第 27 条 5 項 

地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

事例 ・入浴計画について、個別のケア内容となっていない。 

≪根拠等≫ 

厚生労働大臣が定

める基準 14 の５

ロ（３） 

 当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業

所又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問に

より把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。ただし、個

別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成

に代えることができる。 

 

≪小規模多機能型居宅介護≫ 

事例 ・課題分析について、十分でなく居宅サービス計画の根拠となっていない。 

≪根拠等≫ 

居宅介護支援基準

13 条 1 項 6 号 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につ

いて、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等

の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

事例 
・支援経過に情報の入手方法（「事業所／自宅訪問」「電話」「FAX」「家族／本人・

担当者」）が記載されていない。 

≪根拠等≫ 

介護サービス計画

書の様式及び課題

分析標準項目の提

示について 

第５表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推進する上での判

断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであることから、介護支援専門員が日頃

の活動を通じて把握したことや判断したこと、持ち越された課題などを、記録の日付や情報収

集の手段（「訪問」（自宅や事業所等の訪問先を記載）、「電話」・「ＦＡＸ」・「メール」（これら

は発信（送信）・受信がわかるように記載）等）とその内容について、時系列で誰もが理解で

きるように記載する。 



事例 
・アセスメントのための訪問やモニタリングのための訪問について、行った記録

がない。 

≪根拠等≫ 

居宅介護支援基準

13 条 1 項 7 項・14

項 

介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。 

介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に

当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

 

≪認知症対応型共同生活介護≫ 

事例 ・課題分析について記載した欄がない。 

≪根拠等≫ 

基準 98 条 3 項 

 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の

介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

 

≪看護小規模多機能≫ 

事例 ・アセスメントシートが課題分析標準項目（２３項目）を満たしていない。 

≪根拠等≫ 

平成 11 年 11 月

12日老企第29号 

介護サービス計

画書の様式及び

課題分析標準項

目の提示につい

て 

別紙４ Ⅰ 

 介護サービス計画作成の前提となる課題分析については、介護支援専門員の個人的な考え

方や手法のみによって行われてはならず、要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための

手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならない。 

この課題分析の方式については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

について」（平成 11 年７月 29 日老企第 22 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「基準

解釈通知」という。）第二の３（運営に関する基準）の（８）⑥において、別途通知するとこ

ろによるものとしているところであるが、当該「基準解釈通知」の趣旨に基づき、個別の課題

分析手法について「本標準課題分析項目」を具備することをもって、それに代えることとする

ものである。 

事例 ・画一的な内容の居宅サービス計画書・看護小規模多機能型計画書となっていた。 

≪根拠等≫ 

居宅介護支援基

準第 13 条 1 項 8

号・基準第 179 条

4 項 

介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者

の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセ

スメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せにつ

いて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す

べき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並び

にサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければ

ならない。 

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看

護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本

としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び

宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 

事例 
・福祉用具貸与を計画に位置付けているが担当者会議で、必要性・継続性について

検討していない。 

≪根拠等≫ 

居宅介護支援基

準 13 条 1 項 22

号 

介 護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随

時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上

で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しな

ければならない。 


